
Ⅰ‐ⅰ．各大項目毎の取組方針　（平成１７年８月　計画策定時）

1．事業再生・中小企業金融の円滑化
　事業者に対しての経営改善支援について更に取組みを強化をする方針でありますが、そのために支援の目的や手法を記した「経営改善支援基準書」を作
成し周知徹底を図るとともに、融資部と営業店の尚一層の連携強化に努めてまいります。
　また、事業者に対する金融支援面においては、引続き担保・保証に依存しない融資商品「ビジネスサポ－ト」を積極的に推進し、事業活性化支援に取組ん
でまいります。
　経営改善支援を行う上で必要なものは、経営者の意識改革と現状認識でありますが、それ以上に必要なのは、その改善を指導するにあたっての当組合の
態勢整備と、職員の融資審査（目利き）能力及び改善支援能力の向上であります。そのため今後さらに職員の内外研修等の充実に取組む方針です。
　また、高度化していく再生支援手法に対し、十分対応できる職員の育成が喫緊の課題と捉えており、今後においても融資部及び人事研修課との連携を密
にし、充実した研修・会議の体制づくりに取組む方針であります。

２．経営力の強化
　経営力の強化のためには、「法令等遵守（コンプライアンス）」を土台に、「リスク管理の充実」と「収益力の向上」について、特に重点的に取組む必要がありま
す。
　「法令等遵守」については、合併直後より最重要課題として取組んでおり、コンプライアンスの推進及び相談・苦情等対応の専門部署を設置するなど、体制
面や規程面での整備はほぼ完了していますが、営業店での実効性の確保については、本部における検証態勢も含め、今後取組みを徹底していく方針です。
　「リスク管理の充実」については、19年3月期から適用される新しい自己資本比率規制（バーゼルⅡ）に備え、特に信用リスク面における自己査定及び償却・
引当の正確性の確保について、及び市場関連リスク面における保有有価証券の状況について、リスク管理態勢の高度化に取組む方針です。
　「収益力の向上」については、先ずは月次及び営業店単位での収益状況の把握と、それについて分析・検討が十分行える体制を整備し、経営や営業活動
の方針・戦略に反映できる収益管理態勢作りに取組みます。また並行して、内部格付制度の構築と信用リスクに応じた金利体系の整備を進め、収益力の向上
に取組みます。さらに中・長期的には、地域特性に応じた業務の構築を目指して本年度より調査・検討に着手し、当組合の最大の課題である経営効率の改善
に取組む方針であります。

３．地域の利用者の利便性向上
　地域の利用者の利便性の向上のためには、充実した分りやすい情報開示を行うことと、お客様の満足度を重視した経営に取組むことが特に重要と考えてい
ます。
　「充実した分りやすい情報開示の推進」については、特に当組合の地域貢献に関する情報について、内容や表記方法を検討し、またディスクロージャー誌
以外にホームページでの公表へ取組むことにより、当組合のイメージアップに繋げていく方針です。
　また、「お客さまの満足度を重視した金融機関経営の確立」として、アンケート調査の実施により、お客さまが当組合に対して何を求め、望んでいるかの調
査・把握するとともに、その結果について分析・協議を行い、経営方針や商品開発面への反映を図るほか、地域ニーズに適切に応えていくための整備を継続
的に実施していく方針であります。
　さらに、当組合の営業エリア内の地域再開発の動向や、商工会等の関与する地域活性化に向けた取組み等について、これを把握・分析し、当組合としてど
のような参画・協調が出来るかを見出したうえで、積極的に取組んでいく方針であります。
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Ⅰ‐ⅱ．各大項目毎の取組状況　（平成１９年３月３１日現在）

1．事業再生・中小企業金融の円滑化
　事業者に対する経営改善支援として、2ヵ年間で69先の支援に取組み、結果として5先がランクアップとなりました。今後もさらに支援への取
組みを強化する方針でありますが、そのためには組合の支援態勢の充実と、職員の融資審査（目利き）能力及び改善支援能力の向上が必要であ
ると考えています。支援態勢の充実については、18年度に新たに設置した「企業支援室」を主体に、営業店との連携体制の強化を図るととも
に、「内部格付システム」・「再生支援システム」・「あのねット」等の支援関連システムの構築と活用により支援機能の充実に取組みます。
また能力面の向上については、支援内容の質の向上を目指し、今後もさらに研修等の充実に取組む方針であります。
　事業者に対する金融支援面においては、平成15年度より取組んでいる担保・保証に過度に依存しない融資商品「ビジネスサポ－ト」につい
て、継続的な推進に取組んできました。特に平成18年度においては、392先の事業者に対して788百万円の実行を行い、小口の融資ではあります
が、地域の中小零細事業者に対する支援に貢献できたものと考えています。「ビジネスサポ－ト」については今後も積極的な推進活動を継続
し、地域事業者への支援に取組む方針であります。

３．地域の利用者の利便性向上
　地域の利用者の利便性の向上のためには、充実した分りやすい情報開示（ディスクロージャー）を行うことと、お客様の満足度を重視した経
営に取組むことが特に重要と考えています。
　ディスクロージャーについては、当組合の地域貢献に関する取組み実績等について、年間２回発行しているディスクロージャー誌に継続的に
掲載してきましたが、今後はさらにお客様の関心を高めるための工夫が必要と考えています。
　また、「お客さまの満足度を重視した経営の確立」を目指し、17・18年度と継続的に「利用者満足度アンケート調査」を実施してまいりまし
た。18年度においては17年度の調査結果を受けて、問題点の是正・改善、新規商品の取扱い開始、18年度の研修等に反映させることができ、お
客様と組合の双方にとってたいへん有意義な調査であると認識しております。今後も地域利用者のニーズに適切に応えていくために、アンケー
ト調査を継続的に実施し、経営方針や商品開発面へ積極的に反映させていく方針であります。
　地域再生推進への取組みについては、現在一部地域の商工会との連携により、制度資金の利用推進に取組んでいますが、今後も各地域の商工
会等との連携を図り、地域活性化へ向けた積極的な参画が必要と考えています。

２．経営力の強化
　経営力の強化のための土台である「法令等遵守（コンプライアンス）」については、経営の最重要テーマとしての位置付けで、17～18年度に
おいては法令等遵守状況の内部検証態勢の充実に取組んできました。今後もその取組み方針に変わりはなく、19年度以降は検証態勢の更なる充
実を図るとともに、事務ミスや事故、苦情やトラブル等の事案について、一元的な管理体制と改善へ繋げる体制を確立させることにより、コン
プライアンス態勢の強化に取組みます。
　「リスク管理の強化」については、19年3月期から適用される新しい自己資本比率規制（バーゼルⅡ）に備え、信用リスク管理と市場リスク管
理を主体に、リスク管理手法等の高度化に取組んできました。特に信用リスク管理における内部格付制度の活用と貸出金利体系の整備は、リス
ク管理と収益強化の両面からの今後の課題であり、20年度での活用を目指して整備に取組んでいます。
　また、収益力の向上は当組合の最大の経営課題であり、目標管理態勢の強化、融資推進体制の再構築、店舗戦略の見直しによる業務の効率化
等に取組んできましたが、今後も中長期的な展望に基づき、経営・業務の効率化に継続的に取組む方針であります。
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